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2／社会保険あきた／４年12月・５年１月 社会保険あきた／４年12月・５年１月／3

秋田県社会保険協会からのお知らせ

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員事業所の皆様方には、お健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、当協会事業の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　当協会は、社会保険制度が健全かつ安定的に運営されることを願い、社会保険制度の普及・発展
のための広報活動をはじめ、各種事務講習会やセミナーの開催、被保険者とそのご家族の健康増進
と福利向上を図るための健康管理推進事業や福利厚生事業を積極的に推進しているところでござい
ます。
　昨年は、新型コロナウィルス感染症の収束には至りませんでしたが、政府による「WITHコロナ
政策」が推し進められ、経済活動も元に戻りつつあります。ただ「ウクライナ危機」による経済制
裁による物価高騰やエネルギー不足などの諸問題がありました。
　当協会が担う事業運営にも多少影響を与えておりますが、出来得る限りの万全な感染対策を講じ
ることにより、例年に劣らないレベルの事業の実施に努めて参る所存でございます。会員の皆様方
のなお一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。　
　年頭にあたり、皆様方にとって本年が健やかな年でありますことをご祈念いたしまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

令和５年元旦

一般財団法人秋田県社会保険協会

赤　上　信　弥

明けましておめでとうございます
　　皆様の益 の々ご健勝とご繁栄を心からお祈りいたします

全国健康保険協会秋田支部
支部長　加　藤 　　尊

日本年金機構　　　　　　　　　　　
秋田年金事務所 所長　佐　藤　　　進
鷹巣年金事務所 所長　斎　藤　裕　二
大曲年金事務所 所長　木　村　充　男
本荘年金事務所 所長　鈴　木　英　幸

佐々木　宏　行

茂　内　勇　人

副 会 長（秋田支部長）
副 会 長（鷹巣支部長）
副 会 長（大曲支部長）
副 会 長（本荘支部長）
理　　事

専務理事

齋　藤　浩　英
小　石　和　弥

　秋田県内で社会保険の適用を受けている事業所の職員や社会保険事務を担当されている方を主な対
象として、社会保険や労働保険・労災保険の基礎知識の向上を目的に、事務講習会を開催しました。
会場は県内年金事務所の所在地４カ所で行われ、アンケート結果をみると「障害年金、遺族年金の事
は知らなかったので勉強になった」や「これまでにない労災保険の説明があり非常に良かった」など
おおむね良好なご意見をいただきました。また、講義と講義の間には手軽なストレッチを行い、「簡
単にできて今後の生活の中に取り入れていきたい」「職場でもできそうなストレッチだった」などの
ご意見もいただきました。
　当協会としてはこれを踏まえ、社会保険や労働保険などのスキルアップに役立つ講習会や研修会を
実施して参りますので、今後ともご理解・ご協力をお願いします。

開　催　日　時 会　　　　　　　場 人　数

水

雇用保険・労働保険の講義

好評の健康ストレッチ年金給付の講義

竹　村　雅　行

太　田　　　聡

社会保険事務講習会が開催されました
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

令和４年度

社会保険事業の功労者を表彰

進　藤　和　人　 秋田市：株式会社秋田クボタ
伊　藤　　　泉　 秋田市：北日本コンピューターサービス株式会社
奥　山　弘　喜　 秋田市：株式会社東北ビルカンリ・システムズ
　　　　　　　　　秋田市：地域型年金委員
鈴　木　牧　子　　大館市：白川建設株式会社
太　田　日出男　　鹿角市：株式会社アニモ

武　田　昭　雄　　湯沢市：雄勝広域森林組合
髙　貝　心　斉　　横手市：羽後交通株式会社
北　村　佳　智　 大仙市：東京端一株式会社秋田事業所
佐々木　壮　美　 由利本荘市：社会医療法人青嵐会
竹　内　　　靖　 由利本荘市：由利工業株式会社

日本年金機構理事表彰

須　田　佳　子　 秋田市：株式会社日情秋田システムズ
佐々木　和　子　 大館市：社会福祉法人大館感恩講

鈴　木　美　克　　湯沢市：秋田銘醸株式会社
山　田　豊　実　 由利本荘市：株式会社山田塗料店

日本年金機構理事長表彰

日本年金機構年金委員表彰
工　藤　幸　子　 八郎潟町：株式会社八郎潟印刷
伊　藤　　　仁　　秋田市：株式会社伊藤組
奈　良　和　美　　秋田市：秋田設備株式会社
黒　澤　広　之　 鹿角市：株式会社浅利佐助商店
関　　　哲　也　 北秋田市：社会福祉法人県北報公会
小　松　　　茜　 能代市：能代電設工業株式会社

佐　藤　理恵子　 横手市：株式会社平鹿自動車学校
古　仲　正　敬　　大仙市：高吉建設株式会社
上　野　悦　子　　湯沢市：株式会社高瀬電設
土　井　一　哉　 由利本荘市：小林工業株式会社
高　橋　吉　広　 にかほ市：川越工業株式会社
阿　部　京　子　 にかほ市：三和精鋼株式会社

全国健康保険協会秋田支部長表彰

黒　沢　美　佳　 秋田市：山二環境機材株式会社
阿　部　洋　一　 鹿角市：株式会社柳澤鉄工所

木　村　　　哲　 大仙市：株式会社自然科学調査事務所
小　石　和　弥　 由利本荘市：光タクシー株式会社

全国健康保険協会理事長表彰

全国健康保険協会健康保険委員表彰

（一財）秋田県社会保険協会長表彰

（一財）秋田県社会保険協会事業功労事業所表彰

厚生労働大臣表彰
年金委員功労者

三　浦　孝　子 秋田市：株式会社秋豊ネットライズ

健康保険委員功労者

木　村　美保子 湯沢市：株式会社キコー

おめでとうございます

医療法人久盛会 秋田市
大進建設工業株式会社 秋田市
中友商事株式会社 能代市
医療法人春生会 鹿角市

株式会社アキタ・アダマンド 横手市
社会福祉法人はなさき仙北 仙北市
鳥海プラント株式会社 由利本荘市

11月17日、ホテルメトロポリタン秋田において、日本年金機構・全国健康保険協会・一般
財団法人秋田県社会保険協会から、長年にわたり社会保険事業の運営に功労があった事業主
及び年金委員・健康保険委員の方々に、厚生労働大臣表彰をはじめとする表彰状の授与が行
われました。
例年であれば、この表彰伝達式の後、年金委員・健康保険委員を対象とした委員研修会が開
催されるのですが、今回は新型コロナウイルス感染症対策のため、委員研修会は中止になり
ました。栄えある受賞者は次のとおりです。（敬称は省略させていただきます）

年金委員・健康保険委員・事業主表彰伝達式
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令和４年10月から

育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されました

育児休業等期間中の社会保険料の免除とは？

月額保険料の免除

　希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の
取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、
育児休業中の保険料免除要件が見直されます。

　３歳に満たない子を養育するための育児休業等（育児休業または育児休業に
準ずる休業）期間は、事業主が、「育児休業等取得者申出書」を提出すること
により、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分と
もに免除される制度です。

　これまでの保険料免除要件（育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属
する月の前月まで）に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、１４日以上（休業期
間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。）の
育児休業等を取得した場合も、当該月の保険料が免除されます。

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定

　賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した１か月を超える育児休業等を取得
した場合に免除されます。１か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

育児休業等の開始月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、当月中に１４日以上育児休
業等を取得した場合にも免除されます。
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育児休業等終了日に３歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しな
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

月額変更届について

Ｑ 　当社では、令和４年10月１日から最低賃金が上がったこ
とに伴い、社会保険に加入しているパート従業員の時給が
11月支給分の給与から上がりました。どのような手続きが
必要でしようか？

Ａ　　　　被保険者の方の報酬が、昇給または降給等の固定　　　的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年
ご提出いただいている算定基礎届による定時決定を待たず
に標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
　随時改定は次の３つの条件をすべて満たす場合に行いま
す。
　①昇給または降給等により固定的賃金（※1）に変動が
　　あった。

　②固定的賃金が変動した月からの３か月間に支給された
　　報酬（残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額
　　に該当する標準報酬月額とそれまで決定されていた標
　　準報酬月額との間に２等級以上（※2）の差が生じた。

　③上記②の３か月とも支払基礎日数（※3）が17日（特
　　定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日）以上
　　である。

　①～③すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初
めて受けた月から起算して４か月目の標準報酬月額から改
定されます。
　ご質問いただいたケースの場合は、11月・12月・１月
に支払われた給与をご確認いただき、条件すべてに該当し
た方につきましては、随時改定となり、２月分の保険料か
ら変更後の標準報酬月額により計算されます。
　随時改定に該当するときは、速やかに「健康保険・厚生
年金保険被保険者月額変更届厚生年金保険70歳以上被用
者月額変更届」を作成し、日本年金機構にご提出いただく
ことになります。
　なお、固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的
賃金が減ったため、従前の標準報酬月額より２等級以上下
がった場合につきましては、随時改定の対象とはなりませ
んのでご注意願います。
　このほかご不明な点がございましたら、お近くの年金事
務所までお問い合わせください。

「
今
後
の
目
標
」

（※1）固定的賃金とは支給額や支給率が決まっているものをい
いますが、例として次のような場含が考えられます。
  昇給・降給、給与体系の変更（日給→月給等）、日給や時給の単価
  変更、通勤手当や役職手当等の固定的な手当の追加・変更

（※3）支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいま
す。日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制の場合は暦日数
で計算します。

（※2）詳しくは直近の保険料額表をご確認ください。

パークゴルフ大会が  　
開催されました

　この大会は、会員及びご家族の健康増進を目的に、当協会本荘支部と本荘地区社会保険委員会の共
催で毎年開催していましたが、ここ２年間はコロナ感染症拡大の影響で中止していました。今年は万
全の対策をしたうえで10月１日（土）に開催しました。快晴の元、皆さん終始和やかにプレーを楽し
みました。

快晴の元での開会式　 プレーを満喫してます

 「年金シニアライフセミナー」を開催しました
　本セミナーは、50歳以上の被保険者とその配偶者を主な対象として、定年退職後の豊かで生きがいの
あるシニアライフをお過ごしいただくためのセミナーとして、地元講師の他中央からも専門の講師を招
き実施しています。
　今年は、各事業所の社会保険事務を担当されている方も加えた58名の参加を得て11月７日に『あき
た芸術劇場ミルハス』にて開催されました。いただいたアンケートには、「まだ早いと思っていたが、
定年後のライフプランを考えることが大事だと感じた」「人生100年時代、これからの50年に向けて大
変参考になりました」などの感想が寄せられました。
　当協会では、社会保険や労働保険の説明会や研修会に加えて、このような生きがいづくりに関するセ
ミナーも開催しておりますので、老後を安心に暮らしていただくためにも来年は是非ご参加ください。

 「年金シニアライフセミナー」を開催しました
　本セミナーは、50歳以上の被保険者とその配偶者を主な対象として、定年退職後の豊かで生きがいの本 歳 上 被保険者 偶者 主 対象 定年退職後 豊 生 が
あるシニアライフをお過ごしいただくためのセミナーとして、地元講師の他中央からも専門の講師を招
き実施しています。
　今年は、各事業所の社会保険事務を担当されている方も加えた58名の参加を得て11月７日に『あき
た芸術劇場ミルハス』にて開催されました。いただいたアンケートには、「まだ早いと思っていたが、
定年後のライフプランを考えることが大事だと感じた」「人生100年時代、これからの50年に向けて大
変参考になりました」などの感想が寄せられました。
　当協会では、社会保険や労働保険の説明会や研修会に加えて、このような生きがいづくりに関するセ
ミナーも開催しておりますので、老後を安心に暮らしていただくためにも来年は是非ご参加ください。

 「年金シニアライフセミナー」を開催しました

〈年金シニアライフの主な内容〉
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第204回　免疫力を高めて冬を乗り切りましょう
　これから寒い日が増えてきます。インフルエンザやコロナなど様々な感染症が流行しやすい季節にも突入
します。自らの健康を守るために、【免疫力を高める】取り組みをご紹介します。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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